
15.7 億円 （16.8億円）

1.8 億円 （1.8億円）

0.7 億円 （0.8億円）

7.5 億円 （5.9億円）

3.0 億円 （ 新 規 ）　　

1.1 億円 （2.4億円）

※　復興庁一括計上

8.4 億円 （8.4億円）

2.2 億円 （2.2億円）

40.4 億円 （38.5億円）

　　　　　　　　　（　）は26年度予算額

※　高等学校等就学支援金、日本学生支援機構の奨学金事業など、専修学校分の予算が不可分なものは含まれていない。 

　専修学校や専門高校等の教育機関と地域・産業界が連携し、被災地の人材ニーズに対応した
復興の即戦力となる人材や、次代を担う専門人材の育成を推進する。

合 計

○　私立大学等研究設備整備費等補助金

○　私立学校施設整備費補助金

【補助対象】
　・　情報処理関係装置の整備

【補助対象】
　・　教育装置や学内LAN装置の整備
　・　学校施設や非構造部材の耐震化工事、バリアフリー化工事、備蓄倉庫や自家発電
　 　設備の整備
　・　太陽光発電導入工事、エコ改修工事

専修学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高等学校等と産業界等が産学官コン
ソーシアムを組織し、その下で職域プロジェクトを展開し、協働して、就労、キャリアアップ、キャリ
ア転換を目指す社会人、生徒・学生、育児休業中・子育てのために離職している女性等に必要
な実践的な知識・技術・技能を身につけるための学習システム等を構築する。そのような取組を
通じて、成長分野等における中核的専門人材や高度人材の養成を図る。

○　専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に関する
　　 実証研究事業【新規】

　国家戦略としての人材養成プロジェクト等の推進

　安心して学べる環境の実現に向けた修学支援

　専修学校の教育基盤の整備

　東日本大震災の復興に向けた支援

平成27年度  専修学校関係予算

 

○　東日本大震災からの復興を担う専門人材育成支援事業

○　専修学校留学生就職アシスト事業　等

○　国費外国人留学生制度

○　成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進

「職業実践専門課程」制度の説明会の開催や本課程の推進を担う教員養成研修モデルの開
発・実証、認定校を中心とした国際的通用性を持つ職業教育や第三者評価など更なる質保証・
向上の取組を推進し、課題やノウハウをとりまとめ、検証を行い、その結果を広く全国に提供する
ことにより、「職業実践専門課程」を通じた専修学校全体の質保証・向上を図る。

  専修学校における外国人留学生に対する来日の動機づけから就職までを支援し、産業界等と
の連携の下、留学生受入れ拡大を図る。

○　職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進

意欲と能力のある専門学校生が経済的理由により修学を断念することがないよう、専門学校生
に対する経済的支援策について総合的な検討を進めるため、教育機会を確保するための取組、
公費投入についての教育的効果の検証や効果的な修学支援の検証等について実証的な研究
を行う。

　　・ 地域版学び直し教育プログラムの開発・実証の拡充　等

1
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成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進
（前年度予算額：１，６７９百万円）

平成27年度予算額：１，５６７百万円

【「日本再興戦略」-JAPAN is BACK-（平成25年6月14日閣議決定）】
一．日本産業再興プラン ～ヒト、モノ、カネを活性化する～
２．雇用制度改革・人材力の強化
⑤若者・高齢者等の活躍促進 ○若者の活躍促進

・ 大学、大学院、専門学校等が産業界と協働して、高度な人材や中核的な人材の育成等を行うオーダーメード型の職業教育プログラム
を新たに開発・実施するとともに、プログラム履修者への支援を行うなど、社会人の学び直しを推進する。

【「日本再興戦略」改訂2014-未来への挑戦-（平成26年6月24日閣議決定）】
一．日本産業再興プラン
１．緊急構造改革プログラム（産業の新陳代謝の促進） ⅲ）サービス産業の生産性向上

・サービス産業の革新的な経営人材の育成を目指した大学院・大学における、サービス産業に特化した実践的経営プログラムや、専門学
校等における実践的教育プログラムを開発・普及

専修学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高等学校等と産業界等が産学官コンソーシアムを組
織し、その下で職域プロジェクトを展開し、協働して、就労、キャリアアップ、キャリア転換を目指す社会
人や生徒・学生に必要な実践的な知識・技術・技能を身につけるための学習システム等を構築する。そのよ
うな取組を通じて、成長分野等における中核的専門人材や高度人材の養成を図る。

（背景）

（事業の趣旨）

中核的専門人材や高度人材の養成、社会人等の学び直しを全国的に推進

産学官コンソーシアム（分野別）

職域プロジェクト

【成長分野の例】
「環境・エネルギー」「食・農林水産」「医療・福祉・健康」
「クリエイティブ」「観光」「ＩＴ」「社会基盤」「工業」
「経営基盤強化」 等

【連携体制】

専門学校、大学、大学院
短大、高専、高等学校、
高等専修学校 等

企業、業界団体
医療・福祉施設等

行政機関 等

○ 環境・エネルギー分野･･･「建築･土木･設備」「自動車整備」 ○ 食・農林水産分野･･･「６次産業化プロデューサー」「アグリビジネス」
○ 医療･福祉･健康分野･･･「介護」「看護」「保育」「食・栄養」 ○ クリエイティブ分野･･･「ファッション」「美容」「アニメ人材」
○ 観光分野･･･「インバウンド」「ツアープランナー」 ○ ＩＴ分野･･･「クラウド」「情報セキュリティ」「スマホ・アプリ」
○ 社会基盤分野･･･「次世代国内インフラ」「インフラ海外展開」 ○ 工業分野･･･「防災都市工学」
○ 経営基盤強化分野･･･「企業会計」「記録情報管理」 等

地域版学び直し教育プログラムの開発・実証

開発した全国的な標準モデルカリキュラム等を活用し、各地域の専修学校・大学等において、地元企業や業界団体等
のニーズを踏まえた「オーダーメード型教育プログラム」を開発・実証。

・後期中等教育段階と高等教育段階の連携による実践的・創造的技術者等の養成に対応した教育カリキュラム等の開発・実証
・発達障害のある生徒等、特別に配慮が必要な生徒・学生が学ぶための教育カリキュラム等の開発・実証

「特色ある教育推進のための教育カリキュラム等」の開発・実証

後期中等教育段階から高等教育や職業へ継続性のある教育カリキュラムの開発・実証により、円滑な移行を促進。

産学官コンソーシアムの方針等を踏まえ、各分野・職域の全国的な標準モデルカリキュラム等を開発・実証。

全国的な標準モデルカリキュラム等の開発・実証

企業・業界団体等のニーズを踏まえた養成すべき人材像を設定・共有し、各職域プロジェクトの進捗管理・評価等を行う。
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◆「職業実践専門課程」に係る取組の推進

認定校を中心として、国際的通用性を持つ職業教育や第
三者評価など更なる質保証・向上の取組を推進し、課題や
ノウハウを取りまとめ、検証を行い、その結果を広く全国に
提供する。

職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進
（前年度予算額： １８３百万円）

平成27年度予算額： １８３百万円

「職業実践専門課程」制度創設に伴う取組の推進

◆ 専修学校の質保証・向上に関する調査研究協力者会議
「専修学校における学校評価ガイドライン」(平成25年3月策定)を活用した学校評価の検証と教職員の資質向上に関する検討等
を行う協力者会議を開催する。

◆ 専修学校教育研究協議会
専修学校教育の運営等に関する研究協議会を開催する。

調 査 研 究 協 力 者 会 議 等 の 開 催

◆ 学校評価ガイドラインに基づくモデルの開発・実証

「専修学校における学校評価ガイドライン」（平成
25年3月）に基づく自己評価及び学校関係者評価の産学
官の協力による実践研究を行う。

◆ 専修学校のガバナンス改善に資する学校評価等研修
モデルの開発・実証

専修学校の教職員に対する学校評価の研修に関する
実践研究を行う。

学 校 評 価 の 充 実

（背景）

（事業の内容）

職 業 教 育 の 充 実 ， 専 修 学 校 の 質 保 証 ・ 向 上

１．社会を生き抜く力の養成 （４）生涯の各段階を通じて推進する取組
成果目標４（社会的・職業的自立に向けた能力・態度の育成等）
基本施策１３ キャリア教育の充実、職業教育の充実、社会への接続支援、産学官連携による中核的専門人材、高度職人の育

成の充実・強化
１３－３ 各学校段階における職業教育の取組の推進

専修学校においては、学校評価・情報公開の仕組みの構築や教職員の資質向上などの質保証・向上のための取
組を行う。さらに、高等教育における職業実践的な教育に特化した新たな枠組みづくりに向けて、先導的試行な
どの取組を段階的に進める。

○ 職業教育を通じて、自立した職業人を育成し、社会・職業へ円滑に移行させること、また、学生・生徒の多様な職業教育ニ
ーズや様々な職業・業種の人材需要にこたえていくことが求められており、このような職業教育の重要性を踏まえた高等教育
を展開していくことが必要。

○ そのための方策の一つとして、職業実践的な教育のための新たな枠組みを整備。
○ 今後の検討については、新たな学校種の制度を創設するという方策とともに、既存の高等教育機関において新たな枠組みの
趣旨をいかしていく方策も検討することが望まれる。

［今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（平成２３年１月：中央教育審議会答申）］

［「職業実践専門課程」の創設について～職業実践的な教育に特化した枠組みの趣旨をいかした先導的試行～
（報告）（平成25年7月：専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協力者会議報告）］

「新たな枠組み」の趣旨を専修学校の専門課程においていかしていく先導的試行として、企業等との密接な連携により、最新
の実務の知識等を身につけられるよう教育課程を編成し、より実践的な職業教育の質の確保に組織的に取り組む専門課程を文部
科学大臣が「職業実践専門課程」として認定し、奨励する。

（背景）

[第２期教育振興基本計画（平成25年6月：閣議決定）]

平成25年8月30日 ： 「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程（文部科学省告示
第133号を公布・施行）」

平成26年3月31日：

「職業実践専門課程」を文部科学大臣が認定し、官報で告示。4月から認定学科がスタート。

認定学校数673校、認定学科数2,042学科（平成27年2月17日現在）

◆「職業実践専門課程」に関する説明会の開催等

・ 「職業実践専門課程」制度の説明・周知のための協議
会を｢9ブロック｣で開催する。
・ 「職業実践専門課程」の推進を担う教員養成研修モデ
ルを開発・実証する。

（27か所）
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【
支
援
対
象
の
生
徒
が
在
籍

す
る
専
門
学
校
の
要
件
】

・
生
徒
へ
の
学
校
独
自
の
授
業
料
等

減
免
の
実
施

・
専
門
学
校
が
実
施
す
る
授
業
料
等

負
担
軽
減
に
関
す
る
情
報
の
公
開

・
質
保
証
・
向
上
に
関
す
る
取
組

（
学
校
評
価
）

等

専
門

学
校
生
へ
の
効

果
的
な

経
済

的
支

援
の

在
り

方
に
関
す
る
実
証
研
究
事
業

意
欲
と
能
力
の
あ
る
専
門
学
校
生
が
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
を
断
念
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
専
門
学
校
生
に
対
す
る
経
済
的
支
援

策
に
つ
い
て
総
合
的
な
検
討
を
進
め
る
た
め
、
教
育
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
取
組
、
公
費
投
入
に
つ
い
て
の
教
育
的
効
果
の
検
証

や
効
果
的
な
修
学
支
援
の
検
証
等
に
つ
い
て
実
証
的
な
研
究
を
行
う
。

調
査
研
究
機
関

都
道
府
県

趣
旨
・
目
的

デ
ー
タ
に
基
づ
き
、
施
策

効
果
等
の
分
析
・検
証

・
生
活
行
動
の
変
化
分
析

・
進
路
実
現
の
分
析

・
効
果
的
な
経
済
的
支
援
策

の
在
り
方
検
討

等

専
門
学
校
生
へ
の
修
学
支
援
の
推
進

３
.支
援
効
果
等
に
係
る
基
礎
デ
ー
タ
収
集

中
途
退
学
や
就
職
内
定
率
等
の
デ
ー
タ
収
集
等

※
全
て
の
専
門
学
校
か
ら
基
礎
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
。

私
立
専
門
学
校

【
経
済
的
支
援
の
要
件
】

・
経
済
的
に
修
学
困
難
（生
活
保
護

世
帯
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
世
帯
）

・
ア
ン
ケ
ー
ト
等
へ
の
協
力

・
職
業
目
標
達
成
に
向
け
た
講
義
等

の
受
講
・
成
果
報
告

国
（
文
部
科
学
省
）

委
託

報
告

【
実
施
期
間
】

平
成
27
年
度
～
2
9年
度

【
対

象
】

都
道
府
県
・
調
査
研
究
機
関

１
.専
門
学
校
生
に
対
す
る
修
学
支
援

✪
修
学
支
援
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
配
置

・
財
政
的
生
活
設
計
に
対
す
る
助
言

・
学
生
生
活
相
談

・
就
職
相
談
(特
に
出
身
地
や
学
校
所
在
地
に
お
け
る
就
職
）

・
経
済
的
困
難
な
生
徒
か
ら
の
情
報
収
集

等
連

携

２
.専
門
学
校
生
に
対
す
る
経
済
的
支
援

デ
ー
タ
集
約

委 託
協
力
者
の

指
定
・
支
援

経
済
的
に

修
学
困
難
な
生
徒

（
協
力
者
）

平
成
２
７
年
度
予
算
額
：
３
０
５
百
万
円
（
新
規
）
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経
済

的
支
援

を
実

施
す

る
上

で
の
生

徒
・
専
門
学
校
の
要
件

生
徒
の
経
済
的
要
件

生
徒
が
在
籍
す
る
専
門
学
校
の
要
件

◆
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
世
帯
の
生
徒
で
あ
る
こ
と
。

①
生
活
保
護
世
帯
の
生
徒

②
市
町
村
民
税
所
得
割
非
課
税
世
帯
の
生
徒

③
所
得
税
非
課
税
世
帯
の
生
徒

④
保
護
者
等
の
倒
産
、
失
職
な
ど
に
よ
り
家
計
の
急
変

し
た
世
帯
の
生
徒

◆
次
に
掲
げ
る
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
専
門
学
校
で
あ
る
こ
と
。

①
私
立
専
修
学
校
専
門
課
程
(専
門
学
校
)で
あ
る
こ
と

②
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
困
難
な
生
徒
を
対
象
と
し
た
授
業

料
減
免
を
実
施
し
て
い
る
こ
と

③
経
済
的
支
援
の
概
要
等
や
財
務
会
計
に
関
す
る
書
類
を
公
開

し
て
い
る
こ
と

④
学
校
評
価
（
自
己
評
価
）
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
公
表
し

て
い
る
こ
と

等

学
校
の
減
免
額

委
託
費
に
よ
る

支
援
額

生
徒
の
負
担
額

20 万
10
 

万
70 万

50 万
2
5

万
25 万

学
校
の
減
免
額

委
託
費
に
よ
る
支
援
額

生
徒
の
負
担
額

70 万
2
5

万
5 万

学
校
の
減
免
額

委
託
費
に
よ
る
支
援
額

委
託
費
に
よ
る

支
援
額

学
校
の
減
免
額

生
徒
の
負
担
額

生
徒
に
と
っ
て

減
免
さ
れ
る
額

学
校
が
減
免
し
た
額

の
２
分
の
１
以
内
の
額

支
援
の
対
象
と
な
る
経
費

支
援
金
の
額
は
、
専
門
学
校
が
実
施
し
た
授
業
料
減
免
額
を

基
礎
と
し
て
算
定
し
た
金
額
の
２
分
の
１
以
内
と
す
る
。
た
だ

し
、
１
年
間
の
授
業
料
に
充
て
る
支
援
金
の
上
限
額
は
専
門
学

校
が
学
則
等
で
定
め
る
授
業
料
の
４
分
の
１
の
金
額
を
超
え
な

い
も
の
す
る
。

〔
経
済
的
支
援
の
金
額
及
び
イ
メ
ー
ジ
図
〕

★
パ
タ
ー
ン
①

★
パ
タ
ー
ン
②

★
パ
タ
ー
ン
③

※
授
業
料
の
４
分
の
１
の
金
額
を
超
え
な
い
と
い
う
制
限
が
か
か
る
パ
タ
ー
ン

生
徒
の

負
担
額

例
：
授
業
料
が

10
0万
円
の
場
合
の
想
定
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
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